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〈序＞

　

近代教育の原則は， 通例，Ｊ．ロック， Ｍ，コン ドルセ， そして ドイツでは Ｗ．Ｖ，フンボルトなどに

代表させて考察されてきた。
｛１）しかし、近代教育の原則ないし理念は、近代社会における教育現実い

わんや教育思想と分離して形成されてきたものではない。したがって、近代教育思想－－ 近代社会

において形成されてきた， 封建的・身分制的教育思想に対立する教育思想ではあるが、 異なった価

値的立場に立脚する内容を包摂する －－ の形成過程の検討は，この近代教育原則なるものの内実を

明らかにする上で， 欠くことができないであろう。

　

また， 近代革命の過程で， その社会思想において， また同時に幾多の社会的実践において， 封建

制への道ではもちろんなく， 同時に資本主義への道をも否定する傾向ｏ分派が現われた事実も見の

がすことはできない。
（２）これらの流れは，近代革命の， したがって近代社会の主流にはなり得なかっ

たが， しかしその思想において近代社会の否定的側面を言い当てていることは， 近代革命期におけ

る社会思想形成の上で看過し得ないものである。

　

この近代革命期における一分派は， その社会思想と同時に， 理想社会形成のための教育計画もあ

わせて展開している。 それは， ロックやコン ドルセなどと違い，「教育の自由」 ◎教育の私事性原則

をその要請概念とせず， むしろ， 社会＝理想国家による教育が特に強調されている。

　

これは，１６４０年代～１６６０年代のイギリス革命期の教育思想の特徴を分析した浜林正夫が指摘して

いるように，「ブルジョア革命期においては， 国家が『改革』されれば， 教育が国家の管理のもとに

おかれることによってなんらかの問題が生ずるということは，予想されなかった」（３）ためであろう。

　

これをイ ギリスにおいてみると，ディッガーズあるいはウィンスタンリにあっては，この 「改革」

された国家は， ロックのそれとは全く異質であり， 人民的原則が明確に示され， またその教育思想
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においても， 労働と教育の結合原則など人民的原則に貫かれているものの， 他方， 国家と教育の関

係をとりあげてみると，「教育の自由」は否定されたかに見える． このことは， ロック等に示される

「教育の自由」 ・私事性の原則が果して近代教育原則として一元的におさえられるかどうかという

問題と， 今日的課題である教育の自主性ないし教育行政の自治という問題は， 上記のような近代教

育の原則・理念なるものの発展としてよりも， 社会や国家の論理と 教育の論理″ との相対的区別

の上に立った教育活動の認識の深化 －－ 教育活動の本質認識に導かれる論理としての教育の自主

性 －－ に基づいているのではないだろうか、 という問題とを提起するものであろう．

　

このように見た場合， 近代の教育思想において， それがいかに 「教育」 を対象化し， 教育活動の

本質・他と区別された独自性を認識したか、 したがって， 教育の対象である人間特に子どもの教育

を受ける論理

　　　

教育活動がそれによって規定される発達の法則ないし論理－－ を認識したかは

特に重要であろう． 教育がそれ自体としてどのような活動であり， どのような構造をもつか， どの

ような論理に基づいて営まれるか， という認識があればこそ， 社会または国家が教育にいかなる関

係をもつかは， 対象＝教育に規定されて明らかとなるというものであろう． それ以外の規定， 例え

ば社会の論理から教育の論理を導き出す方式－－ それが歴史的に事実として存在しているとして

も－－ それは，教育の歴史の教育科学的研究という視点から見るならば，教育科学の発展にはつな

がらないであろう．

　

このような問題意識に支えられて， 本稿においては， イギリス革命期の最左翼であるディッガー

ズ運動の理論的指導者Ｇ．ウィスタンリ の教育思想を， 特に国家と教育とのかかわりについての認

識を問題としつつ検討したい．

　

工

　

先行研究に見られるウィンスタンリ評価の検討

　

（１） イギリス革命史研究におけるウィンスタンリ評価

　

イ ギリス革命期の「忘れられた思想家」Ｇ．ウィンスタンリが再発見されたのは，１８９５年，
Ｅ．ベル

ンシュタインによってであった．
ベルンシュタインは， そこで， ウィンスタンリの『自由の法』（Ｔｈｅ

ＬａｗｏｆＦｒｅｅｄｏｍｉｎＰ１ａｔｆｒｏｍ ｏｒｔｒｕｅ Ｍａｇｉｓｔｒａｃｙｒｅｓｔｏｒｅｄ，１６５２）（５）を「一切の神秘主義と一切の粉

飾とが払い落されて， 客観的なよく整理された叙述で， 社会主義的社会秩序の全体系がわれわれに

展開されており， それは， 明らかにユートピア物語にさかのぼることのできる一つのユートピア で

あるが， プロレタリアの間に行われたプロパガン ダの産物・表現として， また， その 民主主義的・

革命的傾向のゆえに，詳細な説明が必要である」｛６）と述べ， ウィンスタンリをイギリス初期プロレタ

リアを代表する者と描いている．

　

田村秀夫も述べるように， このベルンシュタインによる評価は， ウィンスタンリ研究の一方の評

価になり，Ｇ．Ｐ．グーチや Ｍ．ベアにひきつがれていくのである．
（７）例えば，グーチは「ジラー ド・ウィ

ンスタンレーは次第にイギリス共産主義の世に認められた指導者の地位を得た」．
｛８）「彼と同時代の

イギリス人の中で唯一人彼は，大衆の裕福が政治情勢ばかりでなく社会的経済的情勢の尺度である，

と明言した． 大衆の権利は現在の社会状態では保証されないと考えて， 彼は完全な共産主義的計画

を展開し始めた」（９）として，ウィンスタンリの思想を非常に完全な共産主義思想と見なしている．ま

た，ベアは，名著『イギリス社会主義史』で「ディッガーズの運動は，その党員数において少なかっ

たけれども， 驚くべき広汎な理論的基礎にたった農民反抗であった． ………中世の共産主義の全骨

子が， 合理主義的で新教分離派的傾向のうちに再現したのである」（１０｝と述べ， ディッガーズ運動を

共産主義運動ととらえ，その合理主義的側面 －－ それは「純理論的でキリスト教化された自然法」

（ａｒａｔｉｏｎａｌｉｓｔａｎｄＣｈｒｉｓｔｉａｎｉｓｅｄｇ”ｓ〃α粥知り 理論によるとしている（１１）

　　

を強調している． し

２
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たがって， ウィンスタンリについては， その神秘主義的傾向を指摘しているものの， 自然法思想に

基づく，
（１２）合理主義的な 「最初の新教分離派共産主義者」（１３）としてとらえられるのである。

　

これらの研究にあっては， ディッガーズの社会的階層ｏ基盤

　　　

土地を持たない貧農

　　　

が分

析されず（ベルンシュタインは， 単純にプロレタリアとしてしまう）， また， その描く農村共産社会

の原型 （中世的農村共同体ないしイスラエル氏族社会） が視野に入れられず， さらに， 土地生産力

の向上との関連からのおさえがなく， ディッガーズおよびウィンスタンリの合理性・共産主義の完

全性のみが前面に押し出されることになる。

　

こうした評価は，Ｄ．Ｗ．ペテゴルスキーの『イギリス市民戦争における左翼民主主義』において発

展させられた。

　

「デイッガーズは疑いもなく収奪された無産の人々の運動であり， 彼らの社会理論は完全にプロ

　

レタリアのイデオロギーであった。 英国史の分水線に立って， 彼らは近代社会主義の路線を示し

ている。 というのは， 彼らは過去よりもむしろ未来を向いていたからである」。
｛１４）

そして， ウィンスタンリは「神秘主義」から「進歩的合理主義」「科学的合理主義」へと発展した，
とまで言い切っている。

（１５）

　

このような一連の傾向の研究は， 社会主義思想の源流を探しあてるという点で， 一つの研究対象

を設定してくれたという意味で重要であるが， ウィンスタンリの立脚する社会階層についての評価

の一面性， また， ウィンスタンリにおける社会思想と宗教思想との関連をおさえない一面的解釈に

基づくものであろう．
他方，ウインスタンリの社会思想の宗教性をこそ問題とし－－ この事自体は研究対象として重要

であるが－－ 宗教性あるいは神秘主義のゆえにこそ評価されるとした研究があらわれた。 Ｗ．シェ

ンクの 『ピュウリタン革命における社会正義への関心』（１６）がそれである．

　

浜林の紹介によれば，
（１７）シェンクは，１６５０年代（レヴェラー運動敗北後の事である） のラディカ

リズムの特徴を「スピリット」宗教にあるとして，ウィンスタンリを次のようにとらえる。「スピリッ

ト」 の宗教を実践運動にまで展開したのがウィンスタンリであり， 彼は 「神秘的神学の先入感をも

ち，直接的宗教体験を重視して外面的形成を無視し，人間に内在する神性への信仰に生きた点でソー

ルトマーシュ的スピリットの宗教（１８）の流れに属するものであり， この信仰は千年王国の夢と結びつ

いている」。 そして， サリー州のデイッガー共同体も 「この未来社会の原型としてシムボリックな意

味をもつものに他ならない」。『自由の法』 において， 共和制維持のための政治権力を必要とした点

以外は－－ しかし， この点こそ重要である（筆者）－－ ウインスタンリの政治思想はしヴェラーの

それと同一であった， とされる。 かくしてシェンクは，「ウィンスタンリは初期マルキストでは決し

てなく， むしろ当時の支配的見解にくみするものである」 と結論づけ， ペテルゴルスキーがウイン

スタンリに 「科学的合理主義」 を見いだしているのは誤りで， ウィンスタンリの近代性はあくまで

も「宗教的近代性」 である， と言い切っている。

　

ウィンスタンリの宗教思想を当時代の宗教史に位置づけ研究するという点では｛１９）極めて重要な

位置を占めると思われるこのシェンクの研究は， しかし同時に， ウィンスタンリのもつ神秘主義

－－ 絶対的自己経験によってのみ神の啓示を知る－－ が，かえって一種の合理主義－－ 個人の経験

にもとづく客観的事実を，既成宗教あるいはバイブルさえも介さずにそのまま受け入れる－－ への

契機にもなったという側面が見失われている． したがって， ウインスタンリの思想のすべてが宗教

の範ちゅうで説明され， イギリス革命における経済的ｏ政治的要因の反映は一切捨象されるという

結果に終わっているのである。 だから， ウインスタンリはしヴェラー （「平等派」） の地平にま で引

きおろされ，ウィンスタンリとしヴェラーとの決定的り本質的差異 －－ 土地という私有財産への態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３
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度の相違（２０）－－ は， この場合 どう でもよく， 「千年王国の夢」 の中に消えていくのである．

　

さて， このようなウィンスタンリ評価の中で， 第三の見解が立ち現われている． それは， 田村秀

夫等の紹介・分析しているソビエト史学会の－傾向である．
（２１）それは，Ｂ．Ｍ，ラヴロフスキーなどの

研究で， ディッガーズを 「農民的・平民的綱領」 を掲げる運動とし「イギリス・ヨーマンリのイデ

オロー グ」 とする立場である．
（２２）しかし， この立場は， イ ギリス革命期における土地問題の研究に

おいて， 第三の「ブルジョア的綱領」（農業改良家の精神）を明らかにした竹内幹敏の批判するごと

く， ウインスタンリの反資本主義的精神を見ようとしないものである．
（２３｝ラブロフスキーらの研究

が， ディッガーズ運動と農民との関係を明らかにしようとした意図は評価できるとしても， その結

論は余りにも性急であろう．
（２４）また， ディッガーズに参加した人々（聖ジョージ丘には２０～３０名参

加，また『真のレヴェラーズの旗は進む』の宣言には，ウィンスタンリも含め１４名の署名がある（２５））

の思想， および、 いくつかの地方に波及したデイッガーズの運動の性格を詳しく検討しなければ，
ブィッガーズの運動の正確な評価は できないとしても， ウィンスタンリの思想を 『自由の法』 とそ

れ以前の著作とを分断してとらえる研究方法は， 科学的ではないであろう．

　

以上検討してきたような三つの立場に対し， 田村秀夫は， ウィンスタンリの神学上の著作と１６５２

年の『自由の法』とを統一的に把握する試みを行い，「神秘主義」か「合理主義」かの二者択一では

なく，「神秘主義と合理主義の融合」ととらえ， その根拠を「ブルジョア的発展」からとり残された

ディッガーズ達の社会的性格，「この層のもつ反封建・反資本主義という両面性」に求めている．
（２６）

　

ここでは，第一に，ウインスタンリの宗教思想の思考構造の特色を「内と外との転位．相即」（２７｝と

とらえ，その合理主義の由来する思考構造上の根拠を明らかにするという点で，シェンク－－ ペテ

ゴルスキーの論争は一歩前進させられており， 第二に， プィッガーズの社会的階層を 「囲込みの犠

牲となった貧農」（２８）とし， ラブロフスキーなどのディッガーズ運動；ヨーマリンの運動への批判を

なし， 第三に， ウィ ンスタンリの農業コミュニズムの基礎は 「イスラエル氏族社会」 にあり， さら

に， それの現実的基礎は中世の 「農村共同体」 にあるととらえ，
（２９）ベルンシュタイン以来のウィン

スタンリ；プロレタリアのイ デオローグ， ウィンスタンリのコミュニズム＝完全な共産主義， その

思想の近代性を主張する所論への批判をなしている． 田村の見解は， ウィンスタンリをイギリスブ

ルジョア革命期に出現した共産主義思想家としておさえる場合にも， その質を吟味する上で重要で

あろう．

（２） 近代教育 （思想） 史研究に見られるウィンスタンリ評価について

　

イギリス革命史研究上でのウィンスタンリ研究は，ウインスタンリその人が「忘れられた思想家」

であるにもかかわらず， かなりの数にのぼるが， 近代教育思想史上での取り扱いはそれに比して数

少ない・

　

わが国の教育思想史研究で， ウィンスタンリを取り扱ったのは， 筆者の知る限り， 矢川徳光がは

じめてであろう． 東独の『教育史』（３０）においてさえ省かれている状況で矢川の研究は先駆的なもの

と言える． 矢川は 『新教育への批判』 のなかで， ヴェ・エフ・ゼメーノフ， Ｈ．ラスキ， Ｍ．ベア， ま

た Ｈ．ノーマンを手がかりに， ウィ ンスタンリについての簡潔な評価をしている．やや長いが引用し

てみよう．

　

「ロックの時代の被抑圧階級の中から真の 『進歩的な教育思想』 が現われているのだ． しかもそ

　

の教育思想は労働教育こそ人間を解放し， また完成させる教育であると主張しているのである．

　

そのおもな主張者の一人はゼラー ド・ウィンスタンリ……であり， 他はジョン・ベラーズ……で

　

ある． ウインスタンリは， いわゆる 『ディッガーズ』 ……の指導者であった．『ディッガーズ』 は

４
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１６４０年代のイギリス大革命のころの真の革命的な人民勢力の一派であった。 ソ同盟の歴史家

　

ヴェｏエフ・ゼメーノフは 『ディッガーズ』 という言葉は， イ ギリス革命の時代の所有者階級の

　

間では， 現在のブルジョアジーの間での 『ポリシェヴィキ』 という言葉と同じように， 恐怖と憎

悪をよびおこしたものである， と言っている。 その指導者ウィンスタンリは多くの著作によって

農業共産主義的な革命思想をひろめたのである……」。
（３１）

　

ディッガーズおよびウィンスタンリの社会的位置づけは，ディッガーズ＝真の革命的勢力の一派，

現代におけるポルシェヴィキ， ウィンスタンリニ農業共産主義的思想家となっていて， 矢川がその

多くを負っているＭ，ベアなどの研究傾向と軌を一にするものであろう。

　

矢川は，１９６１年， 再びウィンスタンリを取り上げ，「土地をもたない貧しい農民の立場にたってず

土地を私有すること，貧農に賃労働をよぎなくさせることに反対した」｛３２）として，ウィンスタンリニ

貧農の立場と規定した。 また， ウィンスタンリの共産主義社会二農村共同体と， 分析を一歩進めて

いる。 そうして， ウィンスタンリの 「労働教育思想」 を高く評価し， その当時の他の労働教育思想

（特にベラーズのそれ） との相違を，（ｉ）ウィンスタンリが土地の私有制と賃労働の廃絶された共

産主義的社会 （農村共同体であ，るが） の成員をつくりだすものとして， 労働と教育の結合を説いて

いる点 （ｉｉ）労働教育（思想）を実現する社会的勢力を革命勢力としている点－－ つまり庶民の自

己解放運動の事業としている点 （ｉｉｉ）公教育を完全に「非宗派的」にしている点，に求めている。
（３３）

　

矢川の評価は先駆的ではあるものの次のいくつかの点で再検討が必要である。 １） 第一は， ウィ

ンスタンリが『自由の法』 第５章で， 自ら批判”否定する 「伝統的知識」 の教授をなぜ学校教育に

おいて認めているのか ÷ 矢川はその点に全く触れていない。 ２） 第二は， ウィンスタンリが 『自

由の法』 をクロムウェル－－ 矢川は当時の革命勢力だと簡単に割り切っている －－ にささげてい

るが， 彼にあっては，「自由の共和国」の主体あるいは主権者と「自由の共和国」実現の主体との関

係はどうおさえられているか， という問題である。 基本的には小生産者の運動であるレヴェラー運

動との関連で， クロムウェル政権は既に反人民的立場を明らかにしており，
（３４｝平和主義であったと

は言えより明確な路線をもったディッガーズ運動とウィンスタンリは， クロムウェル政権の支持勢

力から組織的攻撃を受けている。すなわち，４９年６月以降組織的攻撃をまず「フリーｏホールダー」

から， ついでフェアファックスの軍隊によって受けるわけである。 したがって，４９年１月～３月の

革命の頂点以降のクロムウェルを単純に 「革命勢力」 とする矢川の見解は， イギリス革命の性格を

実証を通してとらえないものと言わねばならない． 加えて， こうしたクロムウェル政権であるにも

かかわらず， ウィンスタンリがそれに一定の期待を寄せていたことは， 彼の理想とする 「自由の共

和国」 における主体とそれを実現する主体との違いと関連を明らかにする必要を提起するものであ

る。 この点を明らかにしない限り， ウィンスタンリの労働教育思想の特徴を 「庶民の自己解放運動

の事業」 としてとらえることは， 行き過ぎと言わねばならない。

　

３）第三に， 理想社会＝「自由の共和国」達成のために描くウィンスタンリのこの教育思想－－

まさにそうであるからこそ， 社会構成員へと巣立っていく子どもの教育に独自の課題を課さざるを

得ないのだが－－ は，子どもが社会の主体へと成長ｏ発達していくプロセス＝教育の理論をどのよ

うに展開しているのであろうか。 ウィンスタンリの労働教育思想をとらえる場合， この視点は是非

とも必要である。

　

４）さらに， 以上の教育認識は， 国家と教育をどのように関係づけることになるであろうか． こ

の点での解明は， ウィンスタンリの教育思想の先進性と限界を解明する上だけでなく， 近代教育思

想の特質を解明する上でも重要である．

　

こうした諸点が矢川にあってはさらに掘り下げられなければならないであろう。 そうして見た場
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合， 最近重要な研究が二つ見られる． 一つは川合章のもので，
（３５）他は浜林正夫のものである．

（３６｝

　

まず， 川合の所論を検討しよう． 前述の１）， ２）の問題については， ウィンスタンリが「伝統的

知識」 を学校で教えることを認めたのは， 反人民的傾斜を強めるクロムウェル政権への妥協のあら

われであると述べ，
（３７）クロムウェルの学校政策をその教育論に位置づけるための「配慮」という性

格をもっととらえる．
（３８）したがって， 特に２） の点から考察するなら， ウィンスタンリが 「自由の

共和国」 実現の主体をクロムウェル政権に見いだしていたととらえられることになる． それは，ｉ－１

合の以下の論述から明らかである．

　

「……… 『肉』 と人民的 『スピリット』 の相旭として人間をとらえたにもかかわらず， 後者によ

　

る前者の克服を人民自身の労働と生活によって全面的に可能だとすることができず， 反人民的傾

　

斜を強めるクロムウェル権力に依拠していったウィンスタンリの妥協が， この教育論にも反映し

　

ていることがわかる。 それは 『伝統的な知識』 を否定しながらも， これを学校で教えることを認

　

め， しかもそうすることが， ホッブズ流に， 政権支持の教育になる， とするという彼自身の混乱

　

の中に明瞭に読みとることができる」｛３９）

　

この川合の見解は， 矢川の非歴史的方法ではなく， ウィンスタンリをイギリス革命期の教育思想

のなかにおいて位置づける教育史的方法により， その限界も踏まえた分析として評価されなければ

ならないが， 次の諸点でより明瞭にされなければならない。

　

第一に， ウィンスタンリが『自由の法』 第５章で学校教育においておこなわれるべき 「伝統的知

識」 の教授内容は一体何だったのか， それは彼の批判する 「伝統的知識」 と同一か否か， というこ

とである． 少なくとも， 彼は 「世界の出来事に関する知識を得ることによって， この伝統的知識に

よって………」（４０｝と述べているわけだから， もしこの 「伝統的知識」 が彼の批判してやまない 「伝

統的知識」 と同じであるとすれば， ウィンスタンリは 「世界の出来事に関する知識」 自体をも否定

していることとなる．

　

第二に， ウィンスタンリは， 学校教育の任務の一つとして， 子どもたちを学校教育によって 「立

派な共和国の人間になり，〔共和国の〕政府の本質を知ることによって，その政府を支持する」（４１）よ

うにさせることであると述べているが －－ そしてこれを指して川合は， クロムウェルへの妥協と

ホッブズ的混乱としているわけだが－－ 彼にあっては，主権者は誰とおさえられているか，また主

権者と主権者教育との関係はいかにおさえられているか，をこそが明らかにされなければならないで

あろう． ホッブズのように絶対主権を想定しないウィンスタンリにあっては， 主権者はあくまでも

人民ｃｏｍｍｏｎｅｒであろう． この人民がその 「共和国」 を維持する場合， そこに主権者への教育の機

能が要求される． こういう視点から先の学校教育の任務がもう一度検討されなければならない． し

かも， ここで言う 「共和国」 は， ウィンスタンリの理想とする 「自由の共和国で」 であり， 所与の

クロムウェル政権率いる共和国ではないことが念頭に入れられなければならない．

　

川合にあってはウインスタンリの限界をとらえるに急で， 彼の論理・思想体系において検討する

という作業が軽視されていると言わねばならない．

　

次に， 先に挙げた第四の問題にかかわって， 浜林の研究を検討してみよう． 浜林は， イギリス革

命期の諸教育改革論（主として６０年代までに限られる）の基本的性格は何かを論じ， ウィンスタン

リにおける国家と教育との関係について次のように述べる．

　

「ウィ ンスタンリの『自由の共和国』 においても， 教育の目的のひとつは，『統治の性格を知るこ

　

とによって政府を支持し， よき共和国民となる』 ことにおかれており， 監督官は学校の教師らが

　

法にしたがってその任務をはたしているかどうかを監督するという任務をもつ。 もちろん， これ

　

らの監督官は選挙によってえらばれるの であって， したがって教育にたいするそのコントロール

６
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は， いわば 『下からの』 コントロールといいうるものであるけれども， いずれにせよ， この時期

　

の教育改革論が教育の自由あるいは教育行政における自治という原則をかかげていないことは注

　

目すべきである」〈４２）

　

ここでは， ウィンスタンリの教育も 「個人主義的な教育の主張ではなく， 画一的な国家管理の教

育」 であり， 教育の自由ｏ教育行政の自治の原則がないことが指摘され， この時期には国家が改革

されれば「教育が国家の管理のもとにおかれることによってなんらかの問題が生ずるということは，

予想されなかった」， むしろ，「教育の改革は国家の改革をすすめ， 国家の改革は教育の改革を完成

するという， きわめて楽観的な国家と教育との関係が想定されているようであり， それと同時に，

ブルジョア国家におけるブルジョア的な教育改革の方向がすでにしめされているとみることもでき

よう」｛４３）と論究している。

　

これらの特徴は， ウィンスタンリについてだけ述べられたものではなく， しかもウィ ンスタンリ

については， 慎重に 「下からの」 コントロールと見てもよいとしているが， それにもかかわらず，

教育の自由り自主性の原則が見当たらないとされているわけである。

　

それではなぜこうした問題が生じるのか，楽天的な国家と教育の関係認識はどうして生じるのか，

それは， その時代的制約もあろうが少なくとも教育の論理ｏ教育活動の認識のレヴェルでその原因

が探られる必要がある。 また同時に， 国家と教育との関係をさらに社会と教育との関係に置き換え

てみた場合， 社会発展についていかに認識されていたかということも問題になろう。

　

１１

　

「伝統的知識」 批判と学校教育との関係

　

（１） ウィンスタンリの子ども観 －－ 教育の必要性

　

ウィンスタンリは『自由の法』（４４）第５章「学校とトレードにおける人類の教育」 で， 彼の基本的

教育観。教育構想を述べている。『自由の法』全体が「自由の共和国」のプログラムであると同時に，

その共和国の経済人教育の体系と見れるが， この第５章に， その表題の通り， 彼の教育観が集約さ

れていると見てよい。

　

彼は， まず， なぜ教育が必要であるかについて次のように述べる。

　

「青年時代の人間は， 幼い子馬のようで， 教育と調教 （ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ） によって慣らされるまでは，

　

わがままで， 愚かである。 この配慮を無視したり， あるいは、 この配慮の実行にあたって知 恵

　

（Ｗｉｓｄｏｍ） が欠けることは， 世界の分裂と争いの原因であったし， 今もそうである」｛４５）

このように， ウィンスタンリにあっては， 子どもというものは 「子馬」 のように教育と調教を受け

て 「知恵」 をつけられなければならない存在で， 子どもの 自然性″

　

は， 本質的にはつくりかえら

れなければならないとしている。この観点は『自由の法』全体を貫くもので，「知恵」「理性」「スピ

リット」 と子どもの教育以前の状態 －－ 獣性 －－ とが対比されていると見てよい。

　

「理性」と子ども（理性以前）の関係についてのウィンスタンリの考え方は，「理性」 の把握およ

び思想的立場は異なるものの， ロックのそれと類似している。 周知の通り， ロックにあっては， 子

どもが「理性」に従うようにすることが教育の目的で，
（４６）子どもは「理性」 をもたないが故に 「理

性」 をもつ者（両親， 特に父親）に従うように教育されるとする。
（４７）もちろん， ロックは， 子ども

に 「理性」を少しずつ植えつけることは可能だと考えるわけだが， その場合でも， 子どもの本来の

ぃ自然性″

　

は否定される。 だから， 子どもの本来の 自然性″

　

を否定する点では， ロックもウィン

スタンリも基本的には変りがないと言える． この点は， ルソーなどの子ども観とは基本的に異なる

ものである。
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（２） 学校教育における 「伝統的知識」 の二重性

　

こうして，「教育」 の必要性を認識するウィンスタンリは， 人間の発達段階を４つに区分し， それ

ぞれ， 子ども期，青年期， 成人期，老年期とする。４０才までが子ども期・青年期で，４０才から８０才

までが成人期・老年期とされ， 共和国の管理・政治はこの成人・老年期の世代の任務である．
｛４８）子

ども期・青年期全体が一連の教育を受ける時期で， そのなかに学校教育が含められる。 ウィンスタ

ンリによると， 人間の一生は次のように分けられる．

　

１． 教育を受ける時期 （誕生から４０才まで）

　　

イ． 家庭における教育の時期

　　　

（１） 乳・幼児期 －－ 母親による養育

　　　

（２） 幼

　

児

　

期 －－ 両親（特に父親） による教育

　　

ロ． 学校における教育の時期

　　　

（３） 児

　

童

　

期 －－ 学校による主として知育

　　

ハ． 社会による教育期 （４０才まで）

　　　

（４） 青

　

年

　

期 －－ 社会的労動による教育

　

２．

　

４０才以後－－ 共和国の責任ある管理者となる時期

　

このように子どもが家庭から社会へ巣立つ （といっても教育途上だが） 間に， 一応学校が位置づ

けられている． では， この学校は どういう位置づけをもたされているのだろうか。 子どもを， 社会・

共和国へと準備していく機関として位置づけられるのか， それとも， 川合が述べるように， クロム

ウェルの学校政策への妥協として， それを容認するものとして， 彼の教育計画にもちこまれたもの

であろうか． ウィンスタンリの立論に傾聴してみよう．

　

両親はその子どもに一定の蟻をした後に，「子どもを学校へ送り，共和国の法律を読ませ， 子ども

　

期からの機知を熟成させ， 彼がすべての技芸（ａｒｔｓ）と言語を知るまで， その学習を進めさせる．

　

その理由は三つある．

　　

第一は， 世界の出来事に関する知識を得ることによって， この伝統的な知識によって， 彼らが

　

自らを理性的人間らしく， よりよく自制するようになるからである．

　　

第二は， 彼らが， それによって（ｔｈｅｒｅｂｙ）， 立派な共和国の人間になり，〔共和国の〕 政府の本

質を知ることによって， その政府を支持するようになるからである．

　　

第三は， このようにしておけば（つまり， 学校で外国語教育を才了っておけば……訳者）， どこか

　

他国へ大使を送る機会をもつようになった場合， 私たちはそれらの国の言葉を既に知っているわ

　

けだし， あるいはまた， どこか外国の大使がやって来た場合でも， 私たちは既に彼らの話すこと

　

を理解しているようになれるからである」（４９）

　

したがって， ここから見る限り， 学校の教育内容は次の通りである．（ｉ）「共和国の法律」（ｉｉ）

「すべての技芸」（ｉｉｉ）「言語」（外国語）（ｉｖ）「世界の出来事に関する知識」＝「伝統的知識」の４

種類である．
ところで， この 「伝統的知識」 であるが， ウィンスタンリの文脈から見ると， 学校の教育内容のす

べてを包括しているようにも受けとれるし， また， 前述のように，「共和国の法律」「技芸」「言語」

と並んだ教育内容の－分野とも受けとれる．

　

前者のように受けとれるのは， ウィンスタンリが三つの理由をあげる前文には 「共和国の法律」

「技芸」「言語」（外国語） をあげ， そういう学校教育の必要を論拠づける際の一つの理由に 「世界

の出来事に関する知識」＝「伝統的知識」をあげているからである． つまり， この場合，「伝統的知

識」 は 「共和国の法律」「技芸」「言語」 などすべての性格を指していると考えられ， いわばぃ伝統

８
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的学習″

　

と言い換えてよいものである。

　

他方， ウィンスタンリは，「伝統的知識」を厳しく批判した後に， 次のような言い方もしている。
「それゆえ， 怠惰とマキャヴェリ的詐欺の危険を防ぐためには， 子どもを， 言語の学習あるいは歴

史 （Ｈｉｓｔｏｒｉｅｓｏｆｆｏｒｍｅｒａｇｅｓ）の学習とならんで， トレードや何らかの身体を使う仕事へと訓練し

ていくことは， 共和国にとって有益なことである」（５０）と。 ここで見ると， 学校の教育内容には，「歴

史」 も加えられており， この歴史を中心とした教育内容が 「世界の出来事に関する知識」 とも読み
とることができるのである。

　

このように， ウィンスタンリが学校の教育内容説明に際して用いる 「伝統的知識」 概念は， 教育

内容を包括的に指す面と， ある特定の分野を指して用いる面との二面性をもっている。 川合は， そ

の所論においてウィンスタンリの矛盾をつく場合， この二側面を区別しておらず， もっぱら包括的

な意味合いで「伝統的知識」 を理解しているようである。

　

この 「伝統的知識」 に関する二重の意味をはっきりおさえることは重要である， というのは， 第

一の， 包括的意味で使う場合（伝統的学習）， それは，「知識」の内容。対象ばかりでなく，「知識」

の性格と学習の仕方，したがって学習主体のあり方とかかわるということが明確になるからである。
つまり， これは，「本を読んで得られたり， 他人から教授されて得られる， 実際的でない， 伝統的知

識」 と言われるもので，「実践で得られる知識 （ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｉｎｔｈｅｐｒａｃｔｉｃｅ）」 を「精励なる知識

（ｌａｂｏｒｉｏｕｓｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）」（５１〉と言いかえた時の精励性と対比されるものである．

　

（３） 「伝統的知識」 の批判

　

そもそも， ウィンスタンリは 「伝統的知識」 をなぜ批判するのか。 少し長いが彼の説明を引用し

よう。

　

「後者（伝統的知識－－ 訳者）は怠け者の目冥想であり， 学者が知識と呼んでいるものである。 し

　

かし， それは知識ではなく知識の見せかけであり， 言葉を話すが， しかし自分のしゃべっている

　

言葉の意味を知らないオームの 〔おしゃべり〕 のようなものである。 この今述べた知識の見せか

　

けは， 読書，目冥想， 他人のお話にその基礎をもっていて， あれこれと話はするが〔人々をして〕

　

自分の手を使って働かせようとはしないのである， そして， この伝統的知識と学習から， 聖職者

　

と法律家が生まれる。 彼らは， うまくたちまわって， 他人の労働の上で陽気に生活し， 自分自身

　

が守ろうともしない法律を教え， 自分ではほんの指先ででも触れようともしないような負担を他

　

人におしつけるの である。ここから，この世のすべての抑圧の戦争ｏ いざこ ざが起こるのである。

　

一方は争いの子であり， 他方は無知の子であり， 双方とも被造物がその下でうめき苦しんでいる

　

束縛の支持者である」。
｛５２）

　

このように，「書物」 や 「腹想」「他人のお話」 に基礎をもつ 「伝統的知識」 は， それが 「実践」

（この場合主として社会的生産労働とおさえられる）にもとづかない限り，本当の知識－－ それは

「神の知恵」「理性」「スピリット」であり「活動的力」（５３）である 一一 にならず，身体を使った労働

をうとんじ， 労働する者を支配してしまう。 それは， イギリス絶対王政の聖職者と法律家の知識で
ある。 ここでウィンスタンリが述べるのは， 何よりも精神と身体の分離への批判 であり， イギリス

人民を支配してきた国教会をはじめとする聖職者とイギリス絶対王政の忠実な番人や， 国王処刑後

も領主の味方に立って人民を支配する法の番人たちの告発である。
｛５３）

　

かくてウィンスタンリにあっては， 身体と精神を分離すること， 労働と知識を分離することが否

定されるのであり，分離して学習されるのが「伝統的知識」，書物的学習となるわけである。したがっ
て，「伝統的知識」 への批判は， 第一に， 知識一般の批判ではなく －－ その点で， 坂本弘視の指摘
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は重要である（５４）－－ その学習のされ方，主体とかかわってであり，教授学的に言えば，教授・学習

過程における主体の実践ｏ活動を媒介としない教授・学習への批判でもあった．

　

ところで， こうして作りあげられてきた「伝統的知識」（内容的側面）は，「聖識者」と「法律家」

に代表されるその独占的所有者を生み出す。 そして， その知識は， 人民から自由を奪い抑圧してい

る体制の 「支持者」 であり， 具体的には国王政府の法律， 国教会その他の既成宗教である．

　

だから， 人間の自由は，「土地」（＝生産手段） の共有ないし， 売買のない社会（賃労働のない社

会）にあるとするウィンスタンリは， その「自由」をおびやかすあらゆる教説－－ それは「想像の

スピリット」 に由来する －－ に反対する。

　

「このようにして， 国王の権力は知識のスピリットをおしつぶしてしまい， しんぼうしてこの知

　

識のスピリットを立派で豊かなものへ熟成させるかわりに， 彼の暴力によって， むしろ想像のス

　

ピリット， すなわち詐欺師を選んだのである． ………国王の政府によって， 詐欺師たちは， 素直

　

な心の持ち主から， その生得権（ｂｉｒｔｈ‐ｒｉｇｈｔｓ） をだましとった． そして， 土地を所有してしまい，

　

他人のものではなく自分のものだと主張する． かくして多くの人々の肩にのしかかる貧因と悲惨

　

とをもたらしてしまったのである．

　

知恵ある者は， 愚かな者を助け， 強者は， 弱者を助けるべきにもかかわらず， 知恵ある者， 強

　

者は， 弱者と誠実な者を破壊しているのである」． ではどういう風にか，「子どもたちが……理性

　

ある者になる前に， より大きな力と政治をもっているずるい者が， 売買というこの偽善的で， う

　

そつきで， 不正義で， 詐欺的な方法によって， 彼らの手から， 土地の自由（土地所有の自由とい

　

うことだが私有ということではない……訳者） をしぼりとってしまい， また彼らの生得権をだま

　

しとってしまったのである．

　　

かくして，彼らがもの事を理解するようになった時，彼らは，実り豊かな国のただ中にあって，

　

自分が乞食であることに気づくのである………」（５５）

　

この「想像のスピリット」， それは， 土地の私有， 売買を世界の創世以来真理であるとする教説で

あり，「詐欺師」 であり， 言うところの「伝統的知識」 である。これこそが否定されるべき 「伝統的

知識」 の知識内容である。

　

かくして， ウィンスタンリが 「伝統的知識」 として批判したものは，（ｉ）労働と分裂した学習で

あり （ｉｉ）人民の自由を抑圧する教説である． だから， 学校教育内容として設定された 「世界の出

来事に関する知識」 ＝ 「伝統的知識」 というのは， 文字通り伝統的で人類がつくり出した遺産的知

識であって， それ自体としては否定されるべきではない知識内容である．

　

では， なぜ 「世界の出来事に関する知識」 が必要とされ， 強調されるのであろうか． それは先に

明らかなように，「想像のスピリット」「詐欺師」による誤った教説以前に「知恵」「理性」を発達さ

せるためである． この知識（いうなればい社会科学的知識″

　

であるが）をもたないばかりに，「大き

な力と政治をもっているずるい者」 による詐欺にひっかからないようにするという， いわば人民の

生活上の担保として強調されているわけである．

　

（４） 学校教育の改革とその限界

　

ところで， ウィンスタンリは， 否定されるべき 「伝統的知識」 は教義や国王政府の法律などを中

心とした学習と密接不可分のものとして考えていた．だから， 共和国の学校は新しい教育内容，「す

べての技芸」 や 「自由の共和国」 の 「法律」 を中心とした教育内容が設定されるわけである． それ

にもかかわらず， この共和国の学校の教育がぃ伝統的学習″

　

＝書物的学習であるならば， それは身

体労働と結びつけられなければならない．

　

１０
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「それゆえ， 学者の中にあるような怠惰という危険におちいらないように， 子どもたちは， 知

　

恵を熟成させるために学校で育てられた後， 彼らの身体と知恵に適したトレード， 技芸および科

学に差し向けられるべきである」（５６）とされるわけである。

　

このように，「自由の共和国」 における学校教育に関してウィンスタンリは，（ｉ）「技芸」「共和

国の法律」を中心とした新しい教育内容 （ｉｉ）学校卒業者と社会における生産労働を結合する方式，
という学校改革を提起したわけである。

　

しかし，「伝統的知識」への批判の論理－－ 書物的学習の否定－‐は十分には発展させられず，
学校教育内での書物的学習への否定－－ 学校内での知育と労働の結合－－ へとはつながらなか・っ

た。 だから， 川合の言うように， もっぱら学校を卒業した子どもたちに対し， 労働を通じての 「実

践的知識」，「精励なる知識」の習得による補強と修正を強調しなければならなかったのである。
（５７）

　

こうしてみると， ウィンスタンリの学校教育の位置づけには矛盾した面が見られる． すなわち，

一方では，「立派な共和国の人間」を創る事を課題としつつ，他方では，学校教育それ自体だけでは，
「立派な共和国の人間」 を形成し得ないとする考えである。 学校教育が 「学者の中にあるような」

怠惰を形成する危険性をもっという認識（５８｝からも明らかなように， すべての子どもが（女子につい

ては不明）（５９）学校教育を受けるということを課題としつつも－－庶民教育機関 －－，「学校教育」

のモデルを， 当時支配的であった学校 －－文法学校ｅｔｃ．－－ を前提にしか考えられなかったこと

を意味するであろう． だから， Ｇ．Ｈ，セイバインが 『ウィンスタンリ全集』 の解説の中で述べている

ように， 学校教育を積極的に， 共和国の市民すべてに拡大するというよりも，「法律家」「聖職者」

のような「専門的学習の階層」の形成を避けることにウィンスタンリの主眼があったのであろう。
（６０）

）王

（１） 例えば，堀尾輝久『現代教育の思想と構造』岩波書店

　

昭和４６年，堀尾は，その注のなかで，コメニウス，ロッ

　　

ク， ルソー， コンドルセ，ペスタロッチ，フンボルトなどの教育思想のなかから，「古典的市民社会」の理論と矛

　

盾しない思想をとり出し， それを近代教育原則（思想）としている．（同書， ９頁）

（２） イギリスにおいてはディッガーズの運動が， フランスにおいてはパブーフの運動が （バプーフについては， 豊

　　

田尭 『パブーフとその時代』 創文社

　

昭和３３年が詳しい）， そしてドイツにあっては， 思想のレヴェルではある

　　

が，Ｊ，Ｇ．フィヒテなどがあげられる．

（３） 浜林正夫「市民革命期の教育思想」（水田洋編『増補

　

イギリス革命 －思想史的研究－－』御茶の水書房

　　

１９７６年

　

所収

　

３７３頁）

（４） Ｋ，ＫａｕｔｓｋｙｕｎｄＥ．Ｂｅｍｓｔｅｉｎ；ＤｉｅＧ‐ｅｓｃｈｉｃｈｔｅｄｅｓＳｏｚｉａｌｉｓｍｕｓｉｎＥｉｎｚｅｌｄａｒｓｔｅｌｌｕｎｇｅｎ．Ｂｄ．１．，ＺｗｅｉｔｅｒＴｈｅｉｌ，Ｖ．

　　

Ａｂｓｃｈｎｉｔｔ，ＤｉｅｋｏｍｍｕｎｉｓｔｉｓＣｈｅｕｎｄｄｅーｎｏｋｒａｔｉｓｃｈ…ｓｏｚｉａｌｉｓｔｉｓＣｈｅ

　

Ｂｅｗｅｇｕｎｇｅｎｉｎ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｗａｈｒｅｎｄｄｅｓ１７，

　

Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔｓ，１８９５，

（５） ＴｈｅＷｏｒｋｓｏｆＧｅｒｒａｒｄＷｉｎｓｔａｎｌｅｙ，ｗｉｔｈａｎＡｐｐｅｎｄｉｘｏｆＤｏｃｕｍｅｎｔｓｒｅｌａｔｉｎｇｔｏｔｈｅＤｉｇｇｅｒＭｏｖｅｍｅｎｔ，ｅｄｉｔｅｄ

　　

ｗｉｔｈａｎ工ｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｂｙＧｅｏｒｇｅＨ．Ｓａｂｉｎｅ，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋｌ９４１，ｒｅｐｉｎｔｅｄｌ９６５，ｐｐ，４９９～６０２．
（６） Ｋ．Ｋａｎｔｓｋｙｕｎｄ．Ｅ．Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ；ｏｐ．ｃｉｔ．ｓ，５９４．

（７） 田村秀夫「ジェラード・ウィンスタンリ研究序説－－ ディガーズ研究の問題史的系譜－－」（『経商論纂』第

　

７３号， 中央大学

　

１９５７年

　

４１～７０頁） なお， 田村は， Ｃ．ヒルをこの系列に入れているが （同上６２頁， および

　

田村秀夫「ジェラード・ウィンスタンリとディガーズ運動」

　

水田洋編『増補

　

イギリス革命』前掲

　

１７３頁），

　　

ヒルは， ウィンスタンリを単純にプロレタリアのイ デオローグとする立場ではなく， 彼の農村共産主義の後進性

　　

をも言いあてている。「ウィンスタンリーの共産主義的理想はある意味で後向きであったが， それというのも， そ

　

の理想が資本主義によってすでに解体されつつあった村落共同体から生まれたものだからである．だが，ディガー

　

ズは封建社会秩序に対するもっとも急進的で， そしてもっとも平等主義的な反対者であった」．（クリストファ．

　

ヒル編

　

田村秀夫訳『イギリス革命』創文社

　

昭和３１年

　

７６頁）

（８） Ｇ．Ｐ．グーチ

　

堀豊彦・升味準之輔謬『イギリス政治思想

　

１－ベーコンからハリファックス』岩波書店

　

１９５２

　

年

　

９５頁．
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（９） 同上．９７頁． なお， 引用文はすべて新字体に改めた．
（１０） Ｍ．Ｂｅｅｒ．；Ａ ＨｉｓｔｏｒｙｏｆＢｒｉｌｔｓｈＳｏｃｉａｌｉｓｍ．Ｖｏｌ．ｏｎｅ，ｗｉｔｈａｎｌｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｂｙＲ．Ｈ Ｔａｗｎｅｙ，Ｌｏｎｄｏｎｌ９１９，

　

ｒｅｐｒｉｎｔｅｄｉｎｔｗｏＶｏｌｕｍｅｓｉｎｌ９５３，ｐ．６０．マックス・ベア著

　

大島清訳『イギリス社会主義史（一）』岩波文庫

　

昭

　

和４３年

　

１２５頁．

（１１） ｉｂｉｄ，ｐ．６３．なお， 大島訳では「理性主義的で……」と訳されているが，ここでは「純理論的で……」と訳した．

　

大島訳

　

１２９頁．

（１２） ｉｂｉｄ，ｐ．６７． 大島訳

　

１３７頁．

（１３） ｉｂｉｄ，ｐ．６５． 大島訳

　

１３４頁．

（１４） Ｐ．Ｗ．Ｐｅｔｅｇｏｒｓｋｙ；Ｌｅｆｔ‐ｗｉｎｇＤｅｍｏｃｒａｃｙｉｎｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈＣｉｖｉＩＷａｒ．１９４０，ｐ．１３．

（１５） ｉｂｉｄ，ｐ．３１．

（１６） Ｗ，Ｓｃｈｅｎｋ；ＴｈｅＣｏｎｃｅｒｎｆｏｒＳｏｃｉｃｌ１ｕｓｔｉｃｅｉｎｔｈｅＰｕｒｉｔａｎＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ｌｏｎｇｍａｎｓ，ＧｒｅｅｎａｎｄＣｏ．，１９４８，

（１７） 浜林正夫

　

「シェンク『ピュリタン革命における社会正義への関心』」（『商学討究』第２巻第４号

　

小樽商科大

　

学経済研究所

　

１９５３年

　

１１７～１３１頁）． 以下の要約はこれによる．

（１８） シェンクによると， ソールトマーシュは，１６５０年代の「スピリット」宗教の主張者で， 神の超自然的啓示にも

　　

とずく予言的宗教（永遠の福音を伴うスピリットの時代が訪れることを説く）を説いたとされる． 浜林

　

前掲論

　　

文

　

１２５頁．
（１９） レヴェラーの宗教思想とウィンスタンリのそれとが同一であるか否かについては， 筆者の現段階の研究では明

　

言できない．

（２０） １６４９年１月２０日， 軍会議が議会に提出したいわゆる『第二人民協約』（ＴｈｅＡｇｒｅｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＰｅｏｐｌｅ）は， 平

　

等派と軍幹部の妥協の上に成り立ったと言うが（平等派は軍幹部の裏切りに対し『第二人民協約』以降，軍幹部・

　

議会を批判し，リルバーン等は５月， 獄中から『第三人民協約』を発表するに至る）， 平等派の私有財産に対する

　

基本的な立場が現われている．その第８条， 第６項では， 次のように注意している．「いかなる議会も， この『人

　　

民同意』に含まれた共通の権利， 自由および安全の諸権利のいかなるものをも決して放棄したり， 他に譲り渡し

　　

たり， 取り去ったりする事ができないし， また， 人々の土地を平等化したり， 財産を破壊したり， あるいは， す

　　

べてのものを共通にさせ ざること．……」（Ｓ．Ｒ．Ｇａｎｄｉｎｅｒ；ＣｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａＩＤｏｃｕｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅＰｕｒｉｔａｎＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

　　

１６２５－１６６０，３ｒｄ．ｅｄ，１９０６，ｐｐ．３５９－３７１．なお， 訳については， 星田輝夫 「『人民同意』（ぃＴｈｅＡｇｒｅｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅ

　　

Ｐｅｏｐｌ〆）に就いて

　　　

近代民主々義に関する－史料として－－」（『西洋史学』第１号

　

１９４８年

　

１２６～１３３頁）

　　

を参照した．）このように，平等派は財産の平等化に反対し，さらにその指導者リルバーンは１６４９年４月１０日に，

　　

財産の平等化を目指す「真正平等派（ｔｒｕｅｌｅｖｅｌｌｅｒｓ）」と平等派を区別することを要求している．
Ｇａｒｄｉｎａｒ；Ｈｉｓｔｏｒｙ

　　

ｏｆｔｈｅＣｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈａｎｄＰｒｏｔｅｃｔｏｒａｔｅ．ＶＯＬ１，ｐ．４７．

（２１） 田村秀夫「ジェラー ド・ウィンスタンリ研究序説」前掲

　

６８～９頁．「ジェラー ド・ウィンスタンリとディ ガー

　　

ズ運動」（水田洋編

　

前掲書

　

１７５頁）

（２２） エム．ア．バルク， ヴェ・エム．ラヴロフスキー「１７世紀前半のイギリス新貴族とヨーマンリの社会的性格に

　　

ついて」（山岡亮一，木原正雄編『封建社会の基本法則』有斐閣

　

昭和３１年

　

３０９～３０頁）

　

バルク，ラヴロフス

　　

キーは，「ヨーマンリ」を「階級としての農民層」「その基本である中農層」と規定し－－サブルイキンヘの批判

　　

－－，１６４０年代の農業綱領を「ブルジョア的・地主的な綱領」と「農民的・平民的綱領」の二つとし，イギリス

　　

ブルジョアジーは 「農民層の階級的な敵， つまり新貴族と同盟」 を結び， これに反して，「ヨーマンリは， 社会の

　　

他の社会層のなかに， なによりもまず， 都市や農村の土地の少ない階層や土地をもたない階層のなかに， 自分の

　　

同盟者をもとめたのである」（３２５～６頁） と述べ， デイッガーズおよびウィンスタンリをなによりもまず後者の

　　

同盟者であると強調する．「イギリス革命における農業問題が単純にあつかわれた結果，ディッガーズの運動が，

　　

あまりにも一面的に解釈されているようにおもわれる． ウィンスタンリの指導するこの運動では， ふつう 『平等

　　

主義的・共産主義的な』傾向だけが考察されているが， この運動のもっと広い， 一般に民主々義的な（反封建的

　　

な）内容はみうしなわれている」（３２５頁－－スターリヌイに対する批判）．「農民的・平民的な反対派は，国を封

　　

建制度から解放するという自分自身の綱領， つまり階級としてのヨーマンリの利害をあらわすただ一つの綱領を

　　

ディッガーズをとおしてつくりあげたのである」（３２９頁）．そして，ウィンスタンリの初期の著作と１６５２年の『自

　　

由の法』とは性格が異なるとして，「１６４９年のパンフレットのなかでウィンスタンリがつくったこの実践的な綱領

　　

と， 基本的にはディッガーズ運動が敗北したのちにつくられた『平等主義的な共産主義』の社会的・倫理的な教

　　

義とを， 混同してはならない． ウィンスタンリが歴史上の活動家として偉大であるとすれば， それは， なにより

　　

もまず， 彼はイギリス・ヨーマンリのイデオローグとして偉大である， ということなのである」（３３０頁） と述べ

　　

ている．

（２３） 竹内幹敏

　

「農業改良と反独占運動における資本主義の精神」（水田洋編

　

前掲書

　

６６～８頁）

　

１２
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（２４） わが国の研究者にも， ラヴロフスキーの影響を受けて， ウィンスタンリを急進的民主主義者とする者もいる。

　　

例えば，佐々木専三郎「ジキラールヅ・ウィンスタンリー －－１７世紀イングラン ド革命期における忘れられた社

　　

会思想家－－」（『文理学部紀要』第７号（社会科学）茨城大学文理学部

　

昭和３２年）．佐々木は， 次のように指

　

摘する．

　　

「その（ディッガーズの……引用者）指導者ウィンスタンリは， しばしば共産社会を理想として強調しているた

　

めに， いままで共産主義者として理解されてきた． しかしかれの社会思想の内実は『土地の権利の平等』を中心

　　

とする， 急進的民主々義理想であり，この点は，４９年４月からはじまるディッガーズの実践のうちに発表した著

　

作からよくうかがわれる」（４４頁）なお，佐々木は，ラヴロフスキー以上に『目，由の法』とそれ以前の著作との関

　

係をおさえていないようである．
（２５） ＴｈｅｔｒｕｅＬｅｖｅｌｌｅｒｓｓｔａｎｄａｒｄａｄｖａｎｃｅｄ，１６４９，４，Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓＧｅｒｒａｒｄ Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ，ｏｐ，Ｃｉｔ，ｐ，２６６

（２６） 田村秀夫「ジェラード・ウインスタンリとディガーズ運動」（水田洋編

　

前掲書

　

２０７～９頁）
（２７） 同上

　

１８２頁

（２８） 同上

　

２０９頁

（２９） 同上

　

２０７， ０９頁

（３０） Ｋ．日．Ｇｕｎｔｈｅｒ，ｕ．ａ，ｍ．；ＧｅｓＣｈｉｃｈｔｅ

　

ｄｅｒＥｒｚｉｅｈｕｎｇ．ＶＯ１ｋｕｌｌｄｗｉｓｓｅｎｖｏ１ｋｓｅｉｇｅｎｅｒｖｅｒ１ａｇＢｅｒ１ｉｎ，ＬＡｕｆ１．１９５６，

　　

８．ａｕｆｌ，１９６７． なお，第８版以後版を重ねているが，これらで取扱われているかどうかは，手許に資料が無いため不

　

明．
（３１） 矢川徳光『新教育への批判』１９５０年（『矢川教育学著作集』第３巻所収， 青木書店，１９７３年

　

１３～４頁）
（３２） 矢川徳光「労働と教育」（『現代教育学

　

４

　

近代の教育思想』 所収

　

岩波書店

　

１９６１年

　

１６２頁）
（３３） 同上

　

１６５～６頁

（３４） １６４９年１月３０日国王処刑，３月に王政廃止，５月に共和制宣言がなされ革命は進展していくが，他方，１月２０

　　

日軍会議から議会に提出された『第二人民協約』以降レヴェラーとクロムウェル政権との距離は開くばかりで，

　　

レヴェラー指導者は次々と軍幹部および議会を批判し， 反逆罪に問われ，３月２８日リルバーン， ウォルウイン，

　

プリンス， オーヴァ トンは逮捕される， クロムウェルは， 国務院で 「これら人間は粉々にする以外には取扱いよ

　　

うがなし …・もし連中を叩き潰さなければ， 彼らは諸君を潰してしまうだろう」と語っている． 田村秀夫「イキ

　　

リス革命と『人民協約』－－レヴェラー運動の性格について－－」（『中央大学７０周年記念論文集』昭和３０年

　

４３７頁）

（３５） 川合章「イギリス革命と教育」（梅根倍監修『世界教育史大系

　

７

　

イギリス教育史工』所収 講談社

　

昭和４９

　

年

（３６） 浜林正夫「市民革命期の教育思想」（水田洋編

　

前掲書

　

所収）

（３７） 川合章 前掲書

　

１４７頁

（３８） 同上

　

１４８頁

（３９） 同上

　

１４７頁

（４０）（４１） ＴｈｅＬａｗｏｆＦｒｅｅｄｏｍ……．Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧ，Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ，ｏｐ，ｃｉｔ．ｐ．５７６． 〔

　

〕 は訳者が補ったもの。
（４２） 浜林正夫

　

前掲書

　

３７３頁．
（４３） 同上

　

３７３～４頁．
（４４） ＴｈｅＬａｗ。ｆＦｒｅｅｄｏｍ……．Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧ．Ｗｉｎｓｔａｎ１ｅｙ，ｏｐ．ｃｌｔ．ｐｐ．４９９－６０２

　　

なお， オリバー・クロムウェルへの献呈書簡は１６５１年１１月５日付であるが， 編者セイバインの史料批判による

　　

と， タイトル・ページは１６５２年でトマスンは１６５２年２月２０日付と記しているという。（ｉｂｉｄ，ｐ．４９９）

（４５） ｉｂｉｄ．ｐ，５７６

（４６） ロックは，「みずからの傾向性にさからって自分の欲望を拒否できること， たとえ欲望が他の方向に向っていて

　　

も理性が最善とみとめて指示する所に素直に従えること」に「あらゆる徳性と価直の偉大な原理と基礎がある」

　　

とする． ロック著

　

梅崎光生訳『教育論』明治図書．１９７１年

　

３９～４１頁
（４７） 同上 ４７頁

（４８） 子ども期と青年期との境界， 成人期と老年期との境界が， それぞれ何才であるかは明示されていない。
（４９） ＴｈｅＬａｗｏｆＦｒｅｅｄｏｍ……．Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧｅｒｒａｒｄ Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ，ｏｐ．ｃｉｔ．ｐ，５７６． 傍点は原文のイタリック体．
（５０）（５１）（５２） ｉｂｉｄ．ｐ，５７９， 〔

　

〕 は， 訳者が補ったもの。
（５３） ディッガーズおよびウィンスタンリは，４９年４月１日からの耕作開始後， ６月， 聖ジョージ丘のマナ所有者 ド

　　

レイクによってキングストンの法廷へ告訴され，「ノルマン権力を強く支持する富裕なフリー・ホールダーからな

　　

る陪審員」によって， １人当り１０ポンドの損害賠償と２９シリング１ペニーの訴訟費用支払いの判決を受けた。

　

さらに， その地区の教区牧師， サリー州の聖職者および「ディッガーズを説き伏せるために短期間コバムに設け
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られた講師」たちは， 領主の指示を受けて，「われわれと売買せず， われわれを叩き， 投獄し， 駆逐することをひ

　　

とびとに命じた」 のである．
Ａ． Ｗａｃｈ‐ＷｏｒｄｔｏｔｈｅＣｉｔｙｏｆＬｏｎｄｏｎａｎｄｔｈｅ Ａｒｍｉｅ．Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧｅｒｒａｒｄ

　

Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ．ｏｐ．ｃｉｔ．ｐ．３２７．ｐ．３３４． ウィンスタンリは， これらの事件を通して， これら聖職者と法律家の本質を鋭

　

く認識していくのである．

（５４） 坂本弘視「市民社会観と教育改革構想－－ ディガーとしてのＧ．ウィンスタンリについての覚え書き（その２）

　

－－」（『教育学研究集録』第１２集

　

東京教育大学大学院

　

教育学研究科

　

教育学専攻

　

昭和４８年

　

５７頁）

（５５） ＴｈｅＬａｗｏｆＦｒｅｅｄｏｍ……．Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧｅｒｒａｒｄ Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ．ｏｐ．ｃｉｔ．ｐ．５８０．

（５６） ｉｂｉｄ

　

ｐ．５７７

（５７） 川合章 前掲書

　

１４８頁

（５８） ＴｈｅＬａｗｏｆＦｒｅｅｄｏｍ……．Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧｅｒｒａｒｄ Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ．ｏｐ．ｃｉｔ．ｐ．５７７

（５９） ウィンスタンリは， 両親はその子どもに学校教育を受けさせるべきだと述べると同時に， 女子に対する教育に

　

ついて次のように述べている．「少年たちが学習とトレードへと練成されるように，すべての少女も，読み，裁縫，

　

織物， 亜麻布や羊毛布の紡績， 音楽， そして倉庫を亜麻布や羊毛布で飾ったり， すべての簡単で小ぎれいな仕事

　

へと練成されなければならない． ……」

　　

ここで，読みの教育が学校教育として考えられているかどうかは，不明である．むしろ，裁縫などの教育－－男

　　

子のトレードへの教育に対応する－－に力点がある． また，「共和国の法律」「言語」「世界の出来事に関する知

　

識」などが省かれていることにも注意する必要がある．
ＴｈｅＬａｗｏｆＦｒｅｅｄｏｍ……．Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧ．Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ

　

ｏｐ．ｃｉｔ．ｐ．５７９

（６０） 「ウィンスタンリは， 明らかに， 教育が共和国のすべての市民へと拡大されるのを意図した． しかし， このこ

　　

とは， 彼の強調した主要なポイントではない． 彼が主として望ましいものと考えていたことは， 彼の旧敵である

　　

法律家や聖識者のように， 書物学習， 読書， 怠惰な目冥想においてだけ教育される， 専門的学者の階層をつくり出

　　

すのを避けることである」． Ｇ．Ｈ．Ｓａｂｉｎｅ；ｌｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｔｏ”Ｔｈｅ ＷｏｒｋｓｏｆＧｅｒｒａｒｄ Ｗｉｎｓｔａｎｌｅｙ
”
．ｏｐ．ｃｉｔ．ｐ．６４．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（本学講師・旭川分校）
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